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第３部　障害福祉サービスの見込量等　╱　第１章　成果目標

【目標達成に向けた取組み】
　障害者の一般就労に向けて、福祉、教育、労働などの関係機関の連携強化により、横断的かつ効果
的な事業に取り組む一方、障害者一人ひとりの状況を踏まえた、就労相談、職業訓練、職場実習等の
充実を図るとともに、就労後の定着支援等を通じて企業等に対する障害者雇用の一層の理解と協
力を求めていきます。

１　発達障害者等に対する支援
　　（１）発達障害者支援地域協議会の開催
　　　国の基本指針では、地域の支援体制の課題の把握及び対応についての検討を行うために必
　　要な発達障害者支援地域協議会の開催回数の見込みを設定することとしており、本市では、現
　　在の開催状況を元に、年１回の開催をすることとします。

　（２）発達障害者支援センター
　　　国の基本指針では、発達障害者支援センターによる相談件数、関係機関への助言件数、外部
　　機関や地域住民への研修、啓発件数、ペアレントトレーニングの受講者数の見込みを設定する
　　こととしており、本市では、以下の通り実施することとします。

活動指標第２章
【本市の目標値】

項　目 目標値 備　考

一般就労移行者数 令和元年度の一般就労への移行実績 (232人 ) の1.27 倍以上295人以上

【本市の実施見込み】

項　目 見込量

発達障害者支援地域協議会の開催回数 年１回

【本市の実施見込み】

項　目 単　位
見込量

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

相談支援

関係機関への助言

外部機関や地域住民への
研修、啓発

ペアレントトレーニング
の受講者数

延件数／年 4,472 4,852 5,238

562 610 663

163 163 163

8 8 8

件／年

回／年

実人数／年

項　目 目標値

就労定着支援事業の利用者数 令和５年度における就労移行支援事業等から
一般就労へ移行する者のうち７割が利用

就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上就労定着支援事業の就労定着率
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第３部　障害福祉サービスの見込量等　╱　第２章　活動指標

２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
　
　（１）保健、医療及び福祉関係者による協議の場
　　　国の基本指針では、保健、医療及び福祉関係者による協議の場の、開催回数、保健、医療、福
　　祉、介護、当事者及び家族等の参加者数、目標設定及び評価の実施回数の見込みを設定するこ
　　ととしており、本市では、以下の通り実施することとします。

４　障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築
　
　（１）障害福祉サービス等に係る各種研修の活用
　　　国の基本指針では、都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への
　　市職員の参加人数の見込みを設定することとされています。本市では、各種研修への参加人数
　　の見込みを以下の通り設定することとし、障害者総合支援法の具体的内容の理解を促進する
　　観点から、職員に対し障害者の権利擁護や虐待防止に関する各種研修への受講を促し、職員へ
　　の意識付けを図ります。

　（２）障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有
　　　国の基本指針では、障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を分析して、その結
　　果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びその実施回数の見込みを設定
　　することとされています。本市では、請求の過誤を減らすための取組みとして障害者自立支援
　　審査支払等システムによる審査結果を分析してその結果を活用し、年１回事業所説明会等に
　　て情報共有を行うこととします。

　（３）指導監査結果の関係市町村との共有
　　　国の基本指針では、都道府県が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所
　　支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果を関係自治体と共有する体制の有無
　　及びその共有回数の見込みを設定することとされています。本市では、千葉県及び関係自治体
　　と１年に１回の頻度で指導監査に関する情報共有を行うこととします。また、処分を行うなど
　　関係自治体と情報共有が必要な場合は、適宜情報共有を行うこととします。

３　相談支援体制の充実・強化のための取組み
　
　（１）総合的・専門的な相談支援
　　　国の基本指針では、障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の
　　実施見込みを設定することとされています。本市では、障害者基幹相談支援センター（各区１
　　か所設置）、地域生活支援拠点（市内３か所設置）で総合的・専門的な相談支援の実施をするこ
　　ととします。

　（２）地域の相談支援体制の強化
　　　国の基本指針では、地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数
　　の見込み、地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数の見込み及び地域の相談機関との連
　　携強化の取組の実施回数の見込みを設定することとされています。本市では、６か所設置して
　　いる障害者基幹相談支援センターにおいて以下の通り実施することとします。

項　目 見込量

開催回数 ３回／年

関係者の参加者数 延べ 90人／年

目標設定及び評価の実施回数 ３回／年

【本市の実施見込み】

項　目 見込量

各種研修の参加人数 20人／年

【本市の実施見込み】

項　目 見込量

共有の実施回数 １回／年

【本市の実施見込み】

項　目 見込量

共有の実施回数 １回／年

備　考　

処分等があれば適宜実施

【本市の実施見込み】

項　目 見込量

相談支援事業者に対する指導・助言の件数 年２回／１か所

相談支援事業者の人材育成の支援件数 年１２回／１か所

相談機関との連携強化の取組の実施回数 年６回／１か所

【本市の実施見込み】
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